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移動教室における保険証等の提出について 

 

本校では、５月に子どもたちが楽しみにしている、倉渕移動教室が予定されています。

例年、移動教室の際には、保険証のコピーを担任が預からせていただくこととしていまし

たが、令和６年１２月２日に、健康保険証の新規発行が終了しました。それに伴い、本校

では本年度の移動教室における保険証等の提出については、下記のとおりとします。ご理

解とご協力をお願いします。 

 なお、１、２①② いずれの場合も、移動教室終了後、担任から返却します。 

 

記 

 

１ 移動教室期間中に有効な保険証がある場合 

  例年どおり、保険証のコピーを担任にお預けください。 

  （有効期間は、最長令和７年１２月１日までです。） 

 

２ 移動教室期間中に有効な保険証がない場合 

  ①②のいずれかを担任にお預けください。（裏面に見本があります） 

 ①資格確認書のコピー 

  昨年、保険証の新規発行終了に伴い、発行されているものです。 

  様式のサイズはカード型、はがき型、Ａ４型の３種類で、各保険者によって異なります。 

 ②医療保険の資格情報の印刷物 

  マイナポータルから医療情報の資格情報（ＰＤＦファイル）をダウンロードして、印刷

したものになります。 

 ＊ただし、①②の場合は、医療機関によっては、療養の給付を受ける資格として確認して

もらえないことがあります。その際は、原則として一旦医療費の全額（10 割）を支払

い、資格が確認できたときに、自己負担分を超える金額が還付されることになります。 

 

 

 

 



 

 

① 資格確認書 
②医療保険 
の資格情報 


